
 

 

 

いじめ防止年間計画 

香陽小学校 いじめ防止年間計画 

 １・２年 ３・４年 ５・６年 学校全体 

４月 

 

 

 

 

５月 

 

 

 

 

６月 

 

 

 

7 月 

 

 

保護者への相談窓口周知 

児童への相談窓口周知 

授業参観・学級懇談会 

家庭訪問 

 

オープンスクール 

校外学習 

 

 

 

友だちアンケート①実施 

 

 

 

保護者懇談週間 

（家庭での様子の把握） 

 

保護者への相談窓口周知 

児童への相談窓口周知 

授業参観・学級懇談会 

家庭訪問 

 

オープンスクール 

校外学習 

 

 

 

友だちアンケート①実施 

 

 

 

保護者懇談週間 

（家庭での様子の把握） 

 

保護者への相談窓口周知 

児童への相談窓口周知 

授業参観・学級懇談会 

家庭訪問 

 

オープンスクール 

校外学習 

 

 

 

友だちアンケート①実施 

5 年宿泊体験学習 

 

 

保護者懇談週間 

（家庭での様子の把握） 

 

・第１回いじめ防止対策

委員会（年間計画の確

認、問題行動調査結果を

共有） 

 

・「学校いじめ防止基本

方針」のＨＰ更新 

・ＰＴＡ総会で「学校い

じめ防止基本方針」の趣

旨説明 

 

 

 

 

・第２回いじめ防止対策

委員会（進捗確認） 

 

８月 

 

 

 

９月 

 

 

 

10月 

 

 

 

 

11月 

 

 

 

 

12月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動会 

校外学習 

 

 

 

友だちアンケート②実施 

 

 

 

 

学校教育自己診断の実施 

保護者懇談週間 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動会 

校外学習 

 

 

 

友だちアンケート②実施 

人権教室(３年) 

 

 

 

学校教育自己診断の実施 

保護者懇談週間 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動会 

校外学習 

 

 

 

友だちアンケート②実施 

６年修学旅行 

人権教室(６年) 

 

 

学校教育自己診断の実施 

保護者懇談週間 

・校内人権研修会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 3 回いじめ防止対策

委員会（状況報告と取組

みの検証） 

1 月 

 

 

 

2 月 

 

 

 

3 月 

 

 

児童会フェスティバル 

 

 

 

授業参観・学級懇談会 

友だちアンケート③実施 

 

児童会フェスティバル 

 

 

 

授業参観・学級懇談会 

友だちアンケート③実施 

 

児童会フェスティバル 

 

 

 

授業参観・学級懇談会 

友だちアンケート③実施 

 

 

 

 

 

・第 4 回いじめ防止対策

委員会（年間の取組みの

検証） 



 

 

いじめの未然防止のための学校体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

   なお、本校においていじめを未然に防止し、全教職員が取り組むために、いじめ対

策委員会を中心に上記の体制をとることとする。 

   本校においては、児童が安心・安全に学校生活を送るために、「いじめは絶対に許さ

れない」との強い姿勢で指導を行うとともに、いじめは、教職員の児童観や指導の在

り方、及び学校の教育活動全体が問われる問題であると認識していかなければならな

い。 

児童一人ひとりを人格のある人間として、その個性と向き合い、人権を守り尊重し

た教育活動を推進していくためには、教職員の人権感覚を研ぎ澄まし、児童の立場に

立ち、守りきるという強い信念と実践力を養う必要がある。児童の表情のうらにある

思いを敏感に感じとる感性等、教職員自身の児童を深く理解する人権感覚を高めてい

くことが重要である。児童に対する肯定的理解を深め、児童の自尊感情を高めるよう

努めるとともに、日々の児童の言動や人間関係の把握などを十分に行っていくために、

教職員の児童理解力と指導力の向上に努めていく。 

 

 

連携 

 

 

指導方針・役割分担 

 

 

未然防止のための学校体制 

加害児童 被害児童 周りの児童 

保護者 保護者 

関
係
機
関 

連携 

 

 

いじめ防止対策委員会 

 

Ｐ
Ｔ
Ａ 

地 

域 

校 長 
教 頭 

人権教育主担 生徒指導主担 

各学年主任 

教 務 

養護教諭 担任 

指導・支援 

 

支援 

 

指導・支援 

 

支援 

 

全 教 職 員 

心の教室相談員 


